
議案第２０号 

 

 

　　　一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 

　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

る。 

 

 

　　令和８年３月２６日提出 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬町長　田　代　　　堯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提　案　理　由 

　令和７年人事院勧告を踏まえ、一般職の職員の諸手当を改定するため、本条

例に所要の改正を行うものです。 

 

 

 



岬町条例第　　号 

 

　　　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年岬町条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

第１３条の２第２項中「１００分の１０」を「１００分の１１」に改める。 

第２１条第１項中「４，２００円」を「４，７００円」に、「６，３００円」

を「７，０５０円」に改める。 

　　　附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
新
旧
対
照
表
 

 ○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
３
２
年
岬
町
条
例
第
９
号
）
 
 
  
 
 

 
新

旧

 
第
１
条
～
第
１
３
条
　
（
略
）
 

（
地
域
手

当
）
 

第
１
３
条
の
２
　
（
略
）
 

２
　
地
域
手
当
の
月
額
は
、
給
料
、
扶
養
手
当
及
び
管
理
職
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
１

０
０
分
の

１
１
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

第
１
４
条
～
第
２
０
条
　
（
略
）
 

（
宿
日
直

手
当
）

 
第
２
１
条
　
宿
直
勤
務
又
は
日
直
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
そ
の
勤
務
１
回
に
つ

き
４
，
７
０
０
円
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
執
務
が
行
わ
れ
る
時
間
が
執
務
が
通
常
行

わ
れ

る
日

の
執

務
時

間
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
時

間
で

あ
る

日
で

規
則

で
定

め
る

も
の
に
退

庁
時
か
ら
引
続
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
７
，
０
５
０
円
を
超
え

な
い
範
囲

内
に
お
い
て
町
長
が
定
め
る
額
を
宿
日
直
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

 
２
　
（
略
）

 
以
下
　
（
略
）

第
１
条
～
第
１
３
条
　
（
略
）
 

（
地
域
手
当
）
 

第
１
３
条
の
２
　
（
略
）
 

２
　
地
域
手
当
の
月
額
は

、
給
料
、
扶
養
手
当
及
び
管
理
職
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
１

０
０
分
の
１
０
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

第
１
４
条
～
第
２
０
条
　
（
略
）
 

（
宿
日
直
手
当
）

 
第
２
１
条
　
宿
直
勤
務
又
は
日
直
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
そ
の
勤
務
１
回
に
つ

き
４
，
２
０
０
円
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
執
務
が
行
わ
れ
る
時
間
が
執
務
が
通
常
行

わ
れ

る
日

の
執

務
時

間
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
時

間
で

あ
る

日
で

規
則

で
定

め
る

も
の
に
退
庁
時
か
ら
引
続
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
６
，
３
０
０
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
町
長
が
定
め
る
額
を
宿
日
直
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

 
２
　
（
略
）

 
以
下
　
（
略
）


